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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省医政局は医療情報ネットワーク

基盤検討会で検討されていた「処方せんの電

子化」のメリット、課題、検討すべき点など

について総合的な具体的方策をまとめ、８月

７日に公表した。 

 公表された「処方せんの電子化について」

では、患者や看護に日夜当たっている医療従

事者や医療機関等のメリットや処方せんの電

子化の方向性と課題克服の方策等が示された。

具体的な４項目の中で処方せん電子化のメリ

ットと課題、検討すべき点、についての方策

の要約は以下の通り。 

 

●患者 

 遠隔医療等の活用により医療機関からの処

方せんの受取りを省力化できる。薬局への処

方せんの伝送を電子的に行うこと等ができる。

患者等は処方情報を保存・蓄積することで、

医薬品の履歴を自己管理できる。その処方情

報を他の医療機関等に自らの意思で提示する

ことが、現行の紙媒体より容易になる。 

 課題は、電子化された処方情報は何らかの

機器等がなければ確認できない。電子化され

た処方せんを医療機関、薬局で恒常的に行わ

れないと入手できないし、薬局の選択権が侵

害される。 

 

●医療機関 

 メリットとして、処方せんの偽造や再利用

を防止できる。現行の紙媒体印刷費のコスト

が削減できる。薬局からの処方せんへの疑義

照会の内容、等、医療情報システムへの反映

が容易になる。 

 課題は、患者の希望に応じ処方せんを交付

する場合、紙媒体と電子化処方せんが混在し、

事務手続きが煩雑となることと、機器等の費

用負担が発生する、等。 

●薬局 

 紙媒体で散見される処方せんの偽造、再利

用の防止、処方情報の再入力等に係る労務軽

減、及び誤入力の防止、紙媒体の処方せんの

保管スペース等の削減、疑義照会の結果の医

療機関へのフィードバックが容易となる、等。 

 課題として、紙媒体・電子化処方せんの混

在化で、両形式の処方せんを応需することに

なり事務手続きが煩雑となり、機器等の費用

負担が発生する、等。 

 総合的に検討すべき点として、 

 

（１）患者等が利用するデバイス（周辺機器）で、社会

保障カードを利用できる可能性もある 

（２）患者等による薬剤受取履歴の管理 

（３）電子化した処方せんの閲覧 

（４）患者等のＩＴリテラシー（分かりやすい運用体系が

必要） 

（５）障害時の対応（何らかの代替手段の必要性） 

（６）保健医療福祉分野の公開鍵基盤（医師・歯科医

師・薬剤師全員の電子署名と検証のためのオン

ライン接続環境が必須） 

（７）ネットワーク基盤の整備 

（８）電子化した処方せんの様式（処方せんの記述様

式やメッセージ交換方式等の標準化、そのコード

セットを利用する環境整備） 

（９）電子化した処方せんの運用スキーム（現行の運

用スキームと同様の機能が担保されるために、

薬局という施設の認証機能等の必要性を検討） 

 

を挙げている。 

 
 
 
 

● 厚生労働省 医政局 

電子処方せんのメリットで具体的方策示す 
患者や医療機関、薬局の課題をまとめる 
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医療情報ヘッドライン 
 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省は８月５日、平成20年版の「厚

生労働白書」を公表した。白書は「生涯を通

した自立と支え合い～暮らしの基盤と社会保

障を考える～」を副題にして、第１章～第４

章で構成されている。 

 

 章立ては 

 

１章 社会保障と国民生活 

２章 近年の社会経済の変化と家計の動向 

３章 暮らしの基盤を支える社会保障 

４章 生涯を通じた自立と支え合い構築 

 

となっている。 

 

 平成 20 年版の刊行目的は（１）人口構造

の変化や労働環境の変化を踏まえ、次世代支

援と暮らしの基盤を支える就労と所得確保と

いう観点から編集・解説すること、（２）社会

保障の姿などを分かりやすく示し、今後の社

会保障を築くための視点を示す――ことの２

点を切り口とした。 

 

 医療については「国民生活の安心を確保す

るための更なる取組み」で言及し、将来を見

据えた改革を行うため、2008 年６月に「安

心と希望の医療確保ビジョン」を取りまとめ

たこと、同年６月に高齢者医療制度に関する

プロジェクトチームにおいて負担軽減等につ

いて継続して検討していること、今後は国民

生活の安心を確保する取り組みが行われるこ

となどが示された。 

 

 将来の社会保障を構築する視点としては５

つの重点施策を掲げている。 

 

■将来の社会保障を構築する５つの視点 

（１）社会経済との調和 

―国民の暮らしを支えるセーフティネットとしての役割

を堅持する 

 

（２）世代間・世代内の公平性の確保 

―社会保険料負担や税負担が特定の世代等に過重

とならないよう、引き続き世代間の公平性に配慮す

る。世代内での公平性確保でも検討することが必要

になっている 

 

（３）現役世代を対象とした施策の積極的展開 

―次世代育成支援の重要性、雇用の場の確保、高

齢関係施策など環境整備に力を注ぐ 

 

（４）家族形態の変化に対応した制度等の構築

―地域で行政と住民も協働による「新たな支え合い」

（共助）を確立するための基盤整備に取り組む 

 

（５）社会保障と他の公共政策との連携強化 

―教育施策と労働施策の連携、住宅施策と福祉施

策の連携等の強化を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年版「厚生労働白書」を発表 
安心と希望の医療確保ビジョンの策定 

●厚生労働省 平成 20 年「厚生労働白書」公表
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医業経営情報レポート 
 

患者さんの本音をくみとる 

クレーム予防対策 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

患者さんの本音を捉え、最善の対応策を講じる 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

患者さんの気持ちに気づくことが重要 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

具体的なクレーム対応法 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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 クレームの発生は、患者さん減少の入り口です。クレーム発生時の対応によっては結果（出口）

として、①患者さんのファン化、②患者さんの減少の２つに分かれていきます。 

 クレームは発生しないことが理想ですが、発生を防止するためには下記のような事前対応策を

講じることが大切です。 

 

■クレームを防止するための対応策 

●クレームの起きる構造を理解し、起きないようにシステムを構築すること 

●起きてしまった場合の対応をマニュアル化しておくこと 

 

 本レポートでは、このクレームの対応について検討します。 

 

 

 

 「クレームは緊急事態」です。クレームは、患者さんの期待の大きさに比べ、得られた満足が

小さいときに生まれます。 

 医療機関の場合、アメニティや医療技術の提供・接遇サービスなどに対するクレームが大半で

すが、こうした患者さんからのクレームは、一見すると、ある日突然、発生してくるように思わ

れがちです。しかし、実際には、「悪い評価」の部分が蓄積し、ある時、クレームとなって一気

に噴出してくるというのが実態です。 

 患者さんは、院内で起きるいろいろな事象や対応などに、多少不満を持ってもその時は我慢を

してしまう。しかし、時間の経過とともに、もし、繰返された場合は、患者さんの心理状態は感

情的に変化して、クレームとなります。 

 患者さんを観察し、細かな変化に気を配り、有効な質問をすることによって、患者さんの心理

状態を把握・洞察することが重要です。 

 

 

 

 サイレントクレーマーは、上記のような理由によって明確な意思表示をせず、通う歯科医院を

替えてしまいます。医院にとっては、むしろ、はっきりとした要求を持って意思表示をしてくれ

る患者さんの方が、対応がしやすい良い患者さんと言えます。 

 不満や苦情を伝える時の患者さんの示す態度は、千差万別です。 

1 患者さんの本音を捉え、最善の対応策を講じる  

１│クレームは突然発生するのではない  

２│患者さんの不満の表現方法  
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 患者さんに「不満」が生じた時の心理状態は、前述の苦情を持ち込まなかった心理の「面倒だ

から」が示すように、直接、伝えることを敬遠したいという気持ちが多くを占めています。クレ

ームを伝えることは、「恥ずかしい」や「緊張」など、患者さんとしてとても勇気のいる行動で

す。出来れば言いたくないのです。医院側は、このことを心に留めておくべきです。 

 特に、日本型の奥ゆかしさを持っている患者さんは、不要なトラブルは好みませんので、先生

やスタッフの方に従ってしまう傾向があります。物静かで、何の不満もなく通院してくれている

固定患者さんと誤解してしまいますが、意思表示をうまく出来ない分、一人で自問自答したり、

はっきり言えなかったことを悔やんだりする傾向があります。他の患者さん以上にストレスを感

じている場合があります。これがクレームなのです。 

 しかし、普段、通院していただいている患者さんの心の中に潜んでいる小さな不満を小さなう

ちに気がついて対応することが出来れば、大きなクレームに発展することはありません。患者さ

んの表情や態度、言葉遣いなどを注意深く観察し、その時の心理状態を汲み取ることが重要です。 

 

■患者さんの何気ないしぐさの中に潜むクレームの芽 

非言語的対応 良くない心理状況 

顔の表情 

 ●目 線 

 

 ●笑 顔 

 

一瞬暗い感じがする。うなずきが足りない 

目線があわない 

笑顔が少ない 

声の感じ 

 ●声の大きさ 

 

小さい声、返事がない 

口調が普段と違う 

態度 

 ●物 腰 

 

腕を組む。膝を組む 

 

2 患者さんの気持ちに気づくことが重要  

１│見えない患者さんの不満  
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 起こってしまったクレームは、その時点で無くすことは出来ません。迅速かつ的確な対応を行

い、問題の解決と相手方の感情へ対処することです。そしてその後、二度と同じようなクレーム

が発生しないよう対策を講じる必要があります。 

 

■第１段階 

①あせらず、怖がらず、いやがらず 

②患者さんを落ち着かせるように 

③適切な謝意の言葉 

 ●気を引き締めて、落ち着いて、相手の言い分を誠実な態度で聴くこと 

 ●代理でお詫びをする場合も「なぜ、私が……」と思わない 

 ●落ち着かせるために、場所を移動したり、椅子をすすめる 

 ●最初は「申し訳ございませんが、詳しくお聞かせ願いませんか」から 

 

■第２段階 

①患者さんの言い分を最後まで聴く 

②患者さんが訴えたいことを探り出す 

③聴きながら問題を整理する 

④患者さんの立場になって考える 

⑤最善の対応ができるように努力する 

⑥即時対応を心掛ける 

⑦丁寧に見送る 

⑧同じようなクレームの発生を撲滅する 

 ●患者さんの見間違い・聞き違い・勘違いであっても、理路整然と間違いを指摘

しない 

 ●対応時に使ってはいけない言葉 

  「患者さん」、「あなた」、「そうは言いますけど」、「だから言ってるじゃないで

すか」、「それはそうですが」、「たぶん、そうだと思います」 

 ●応対はサービスではなく、ホスピタリティで行う 

  「サービス」は奉仕する・奉公する。 

        （マニュアル重視、無責任で指示を待つパターンが多い。） 

3 具体的なクレーム対応法  

１│クレームが発生した場合の対応ステップ  
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「ポスピタリティ」は親切なもてなし、歓待する。 

        （喜んで心を込めて客をもてなす。） 

 

 

 

 

 クレームに直面したとき、これを「チャンス」に変えるための的確な対応は、重要なポイント

です。 

 人は感情を持ち、その感情に左右されやすい生き物です。相手方に怒鳴られたり、大声で恫喝

されたりという怒りの感情をぶつけられたら、誰でも気持ちに不安を覚え、過剰な反応をしてし

まいます。 

 

「そんな事言われても、患者さんも悪いじゃない」 

「そこまで言われる筋合いはない」 

といった「苛立ち」「嫌悪感」

「どうしよう、うまく対処できないかも……」 

「どうなってしまうのだろう」 

といった「不安」

 

 上記のような感情を抱いているということは、すでに相手方のペースに巻き込まれています。 

 不安や苛立ちの感情を持って相手方に接しても、その気持ちは相手方に確実に伝わります。相

手方も、納得していない者と話してもうまくいくわけもなく、もっと感情を高ぶらせるという悪

循環に陥ります。 

 クレームが発生した時点で、対する医院側としてはまず、「何を目的とするか」という意識を

持ち、客観的な立場の目で観察してください。ただし、客観的と他人事とは違います。 

 

■効果的なクレーム対応に向けて 

 ロールプレーイングの際には、実際にあったクレームやトラブルの事例からトレーニングする

のが最適です。現実のケースからトレーニングを行うと、患者さんの言動や特徴、仕草等を実際

に真似することができ、自然に近い状態で経験できるからです。 

 実践的・体験的に学び、将来においてトラブル発生を防ぐため、また、実際に起こった時に効

果的に対応する力をつけておくことが重要です。 

 このような取り組みは、患者さんの疾患を診るだけでなく、患者さんを大切に思う姿勢や、理

解する姿勢につながり、全人的医療が実現していくのです。 

 

レポート全文は、当事務所のホームページの「歯科経営情報レポート」よりご覧ください。 

２│相手の感情に巻き込まれないクレーム対応の姿勢  
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医業経営 TOPICS � 業界ニュース 
 

規制改革会議「中間とりまとめ」に対する 

厚生労働省の考え方 
 

 

 

 

● 去る７月２日の規制改革会議において、規制改革に関して当面する課題の論点として「中間

とりまとめ」が整理され、公表されました。 

● 厚生労働省としては、国民生活の安全・安心を確保する立場から、サービスの質の向上、利

用者の選択の拡大や、労働者が安心・納得して働くことができ、持てる能力を十分に発揮でき

ることにつながるような規制改革については、これまでも積極的に対応してきているところで

す。 

● 一方、厚生労働行政（医療、介護、労働など）の分野は、サービスや規制の内容が国民の生

命・生活や労働者の労働条件などと密接に関わるものであり、また、そのサービスの大半が国

民に負担いただく税や保険料で賄われているものであることから、規制改革を進めるに当たっ

ては、経済的な効果だけでなく、 

  ①サービスの質や安全性の低下を招いたり、安定的な供給が損なわれることがないか、 

  ②逆に、過剰なサービス供給が生じる結果、税や保険料の過大な負担とならないか、 

  ③規制を緩和した結果、労働者の保護に欠けることとなったり、生活の不安感を抱かせない 

か、 

  などの観点から、それぞれの分野ごとに慎重な検討を行うことが必要であると考えており、

これまでも繰り返しその旨主張してきました。 

● 今回の「中間とりまとめ」に掲げられている事項については、その基本的な考え方や今後の

改革の方向性・手法・実効性において、当省の基本的な考え方と見解を異にする部分が少なく

ありません。 

● そこで今般、「中間とりまとめ」のうち、特に「医療分野」、「労働分野」及び「官業改革分野」

の主な事項について、規制改革会議の主張と、これに対する当省の考え方を整理し、公表する

ことといたしました。（今般整理した事項以外の事項についても規制改革会議の主張と厚生労働

省の考え方が一致しているわけではありません。上記３つの分野を含め、各項目に対する当省

の考え方については、「中間とりまとめ」の別紙（以下ＵＲＬ）に掲載されていますので、ご参

照下さい。http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#opinion4） 

１ 基本的考え方

● 厚生労働省 ２００８年８月１２日公表 
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医療分野 

■規制改革会議（中間とりまとめ）の主張と厚生労働省の考え方 

（Ⅱ１（１）医療分野②医薬品に関する規制改革イ後発医薬品の使用促進） 

規制改革進会議の主張（抄） 厚生労働省の考え方 

後発医薬品の使用促進 

●後発医薬品への需要を喚起する

根本策として、先発薬の特許期間終

了時点においては、先発医薬品と後

発医薬品の保険償還価格を同一価

格とする、いわゆる参照価格制度を

導入すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「参照価格制度」は、先発医薬品と後発医薬品の保険

償還価格を同一価格とし、先発医薬品の価格が保険償還

価格を上回れば、その差額は全額患者の自己負担となる

制度である。このためその導入は、単なる患者の負担増

となり、患者層によっては事実上後発医薬品の使用を強

制することにもなりかねないことから、問題が多いと考

える。 

 

●厚生労働省としては、引き続き、後発医薬品市場の育

成を図るとともに、後発医薬品の更なる使用促進を図っ

ていくことが重要と考えており、「後発医薬品の安心使用

促進プログラム」において、後発医薬品のシェアを平成

24年度までに30％まで引き上げることを目標としてい

るところである。 

 

後発医薬品の使用促進にかかる取組 

●平成 20 年度診療報酬改定においては、患者による後

発医薬品の選択をより容易にする観点から、 

 ①病院等で、後発医薬品の使用の努力を義務付けると

ともに、薬局が後発医薬品に変更し得る処方せんを受

け付けた場合に、患者に対し後発医薬品に関する説明

を行うことを義務とする。 

 ②医師が指示しない限り、後発医薬品への変更を認め

る。（処方せん様式について、処方医が後発医薬品への

変更に差し支えがあると判断した場合に、「変更不可」

欄に署名等を行う方式へ変更する。） 

 

などの措置を講じたところ。 

１
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混合診療禁止措置の撤廃 

●現在、医師不足問題等、特に地域

において医療の崩壊が懸念されて

いる。遠隔医療は、その解決策の一

つとしても期待されているのであ

る。しかし、その推進にあたり、混

合診療の禁止措置が障害となって

いる。 

 

●前述のような遠隔医療行為を実

施する医療機関は、患者の負担が大

きくなってしまわぬよう、通信に係

る患者側の負担を肩代わりしてい

る。しかし、それを現行の電話再診

料や補助金で十分にまかなうのは

難しい。結果、遠隔医療を推進する

上での妨げの一つになっているの

である。 

 

●禁止措置を撤廃せぬままでは、医

療の発展を阻害し、患者の利便を損

なうばかりである。 

 

●厚生労働省は、混合診療の禁止措

置により、国民の自由意志が尊重さ

れていない状況にあることを、深刻

に受け止め、混合診療禁止措置の撤

廃に向けた施策を早急に講じるべ

きである。 

 

 

●混合診療の原則禁止措置が遠隔医療の推進を阻害して

いると一方的に論じるのは、妥当ではない。 

 

理由 

＊遠隔医療については、医師法上直接の対面診療を補完する役割

のものとして位置づけられており、離島、へき地の場合等、直接

の対面診療を行うことが困難である場合等について認められてい

るものであるが、この場合には、当該診療については保険診療と

して認められている。 

また、離島、へき地等における遠隔医療の情報ネットワーク等の

構築については、補助金等の財政措置がすでに講じられている。

 

●保険診療と保険外診療の併用については、一定のルー

ルの下で認めていくことが妥当であり、本年４月には、

高度医療評価制度の創設を行うなど患者のニーズに応え

る観点から取組を進めているところ。いわゆる混合診療

の原則禁止措置の撤廃は多くの患者団体も反対してお

り、不適当。 

 

理由 

（混合診療に対する基本的な考え方） 
＊我が国の公的医療保険制度は、「必要かつ適切な医療は基本的に

保険診療により担保する」という国民皆保険の理念に基づき、必

要な医療については、国民全体にあまねく平等に提供されること

を確保している。 

 

 

（混合診療をめぐるこれまでの改革の取組） 

＊保険診療と保険外診療との併用に関する具体的要望については

概ねすべてに対応できるものと考えており、将来的な保険導入の

ための評価を行う「評価療養」と、保険導入を前提とせず、患者

の選択に委ねる「選定療養」の二つの類型について保険診療との

併用を認める、現在の保険外併用療養費制度が「医療の発展を阻

害し、患者の利益を損なうばかり」との指摘は妥当ではない。 

 

※下線は、規制改革会議の「中間とりまとめ」のうち、厚生労働省の考え方に対応する部分とし

て当省が付したものである。 

 

「規制改革会議『中間とりまとめ』に対する厚生労働省の考え方」の全文は、 
当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 
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医業経営 Q&A  
 

 

医療事故多発の要因は？ 
医療事故多発の要因にはどのようなものがありますか？ 

 

 

       近年、単純なヒューマンエラーを原因とする重大な事故が多発していることは事

実です。その原因はさまざまで一概に決め付けることはできませんが、いくつかあ

げてみることにします。 

 

 

①制度的なしくみの疲弊によるもの 

 1960 年に導入された国民皆保険制度の基本コンセプトは均質・均等・平等であり、いわゆ

る護送船団方式的な考え方のもとに質の向上を怠ったり、リスクという概念そのものを希薄にし、

制度疲労が増大したこと。 

 

②医師中心のプロダクトアウトによるもの 

 医師・医療施設側つまり提供側の論理（プロダクトアウト）により運営がなされ、患者主催が

一般的になおざりにされ、顧客満足の充足（マーケットイン）への転換が遅れたこと。 

 

③技術重視（医師中心）によるもの 

 医師およびその医療技術中心の運営および専門技能者集団による縦割り組織が、チームケアへ

の転換を遅らせリスクに対する全院的な対応を遅らせたこと。これが国際的な品質マネジメント

システムのしくみや、産業界の同様のシステムの導入を遅らせたとみています。 

 

④医療専門職のプロ意識の欠如によるもの 

 医師、看護士その他の医療専門職が、戦後のいわゆる自由の中でプロフェッショナルとしての

倫理観や使命感を希薄にしたこと。 

 

⑤情報公開、患者主権の回復によるもの 

 ＩＴ化が進む中、種々の情報が獲得しやすくなり、患者が主権者として意識し始め、マスコミ

を通じてものを言うようになったこと。 

 

⑥職員の不満 

 医療提供施設に働く職員（特に医師以外のスタッフ）が、その職場にいきがい、働きがいを見

出すような職員満足制度（Staff Satisfaction）の不足・不備が顕在化していること。 

 

 

 これらの複合要素が事故の多発原因と考えられています。 

ジャンル： リスクマネジメント ＞ サブジャンル： 医療事故とリスクマネジメントの現状 
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医業経営 Q&A  
 

 

病院トータルで捉えた場合のリスクマネジメントとは？ 
病院トータルで考えた場合のリスクマネジメントの基本的な考え方を教えてください。 

 

 

 病院のリスクには、大きく分けて「ファイナンシャルリスク」と「ビジネスリス

ク」があります。以下に簡単に説明します。 

 

 

 

１ ファイナンシャルリスク 

 ファイナンシャルリスクとは、病院経営における財務面でのリスクです。従来型の政策保護に

よる病院経営はもはや通用しなくなり、一般企業と同様の経営管理が求められています。具体的

には、内部監査システムの構築による経営管理、ベンチマークとの比較による管理統制が中心と

なります。 

 

 

２ ビジネスリスク 

 一方で、医療そのもののリスクを取り上げるのがビジネスリスクです。具体的には、医療事故、

医療紛争などが上げられます。「医療事故シンポジウム」の調査によると、以下の項目が医療事

故の発生原因として挙げられています。 

 

 

 

① 診療録の不備 

② 医師の医療知識、技術の未熟性、独善性 

③ 薬剤の過誤使用 

④ チーム医療の未成熟 

⑤ 意思の疎通性 

⑥ 施設の診療能力の不足 

⑦ 事故対策の未熟 

 

 

 

 これらの項目に対し具体的な対策を立てていくことが重要です。 

nswer 

uestion 

ジャンル： リスクマネジメント ＞ サブジャンル： 医療事故とリスクマネジメントの現状 
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